
瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金交付要綱 
 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、農地において、有害獣類による農作物の被害を最小におさえ

るために、必要な設備を設置する場合に、その経費を補助し、農作物被害の防止

に寄与し、農業振興を図るため有害獣類被害防止対策補助金（以下「補助金」と

いう。）を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 
⑴ 農地 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第１項に規定する農地で

現に耕作をしている土地をいう。 
⑵ 有害獣類 イノシシ、シカ等の野生動物であって農作物に被害を及ぼすもの

をいう。 
⑶ 侵入防止施設 有害獣類の農地への侵入を防ぐための電気柵、メッシュフェ

ンス、トタン、のり網等の資材及びこれらに付随する資材をいう。 
⑷ 認定農業者 瀬戸市（営農区域に応じて都道府県又は国）から自らの農業経

営の目標等を記した農業経営改善計画の認定を受けた者のことをいう。 
⑸ 認定新規就農者 瀬戸市から自らの農業経営の目標等を記した青年等就農計

画の認定を受けた者のことをいう。 

 
（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）が、申請年度内に侵入防止施設を設置する事業とし、次の

各号の全てを満たすものとする。 
 ⑴ 申請者が、新たに侵入防止施設を購入し、農地に設置すること。 

⑵ 有害獣類防除の目的以外に侵入防止施設を使用しないこと。 
 
（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てを満たすものとする。 
 ⑴ 瀬戸市在住の者（法人の場合にあっては、市内に事務所又は事業所を有する

もの。認定農業者又は認定新規農業者は除く。） 
 ⑵ 瀬戸市内（以下「市内」という。）において農業を営む者 
 ⑶ 農産物を出荷若しくは販売している者又は認定新規就農者であって翌年度中

に農産物を出荷若しくは販売する予定のある者 
⑷ 瀬戸市市税を滞納していない者（法人の場合にあっては、当該法人及び代表 

者個人が滞納していないこと。） 
⑸ 瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）第２条第２号に規 



定する暴力団員でない者又は同条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号 
に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と密接な関係を有しない者（法 
人の場合にあっては、当該法人の役員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を 
有しない者であること。） 

 ⑹ 申請者が同一年度において、既に交付決定を受けていないこと。 
 

（補助対象農地） 
第５条 補助の対象となる農地は、地目が田又は畑であり、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 
⑴ 自らが所有する市内の農地 
⑵ 農地法第３条の許可を受けた市内の農地 
⑶ 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）に基づ

く賃借権等の設定を受けた市内の農地 
⑷ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）に基づく利用権の 

設定を受けた市内の農地 
２ 前項第２号から第４号に該当する場合は、侵入防止施設を設置することについ

て、土地所有者の同意を得なければならない。 
 

（補助対象経費） 
第６条 補助の対象となる経費は、侵入防止施設を設置するための申請距離に応じ

た資材費（以下｢補助対象経費｣という。）とする。 
 

（補助金の額等） 
第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、上限を５０，０００円

とする。この場合において、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 
 

（補助金の交付申請） 
第８条 申請者は補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、

事業開始日の１０営業日前までに市長に提出しなければならない。  
⑴ 見積書等の写し（購入予定資材の内訳が分かる書類、パンフレット等） 
⑵ 設置予定場所の位置図 
⑶ 設置予定場所の写真 
⑷ 農産物の出荷又は販売が分かる書類の写し（申請年度又は前年度のもののい

ずれか。認定新規就農者は除く。） 
⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による交付申請を先着順で受け付けるものとし、申請 
額の合計が当該年度の予算額を超えるときは、受付を終了するものとする。 

 
（補助事業の制限） 

第９条 当補助事業の補助金の交付を受けて侵入防止施設を設置した農地について 



は、事業完了日（侵入防止施設の設置及び経費の支払いの完了日をいう。以下同 
じ。）から５年を経過するまでは、この要綱による補助金の交付申請をすることは 
できないものとする。ただし、自然災害による損壊その他やむを得ない場合であ 
って、かつ市長が認める場合はこの限りでない。 

 
（補助金の交付決定通知） 

第１０条 市長は、第８条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に

係る内容の審査を行い、内容が適切と認めたときは、補助金交付決定通知書（第

２号様式）により申請者に通知するものとする。 
２ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 
３ 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金交付

却下通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 
 

（交付申請の取り下げ） 
第１１条 前条の交付決定を受けた申請者（以下｢交付決定者｣という。）は、当該申

請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して１５日を経過

する日までに申請を取り下げることができる。 
 

（実績報告等） 
第１２条 交付決定者は、事業完了日から１か月を経過した日又は当該年度の３月

末日のいずれか早い日までに補助金実績報告書（第３号様式）に、次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 
 ⑴ 領収書の写し 

⑵ 購入資材の内訳が分かる書類（納品書・明細書等） 
  ⑶ 設置場所の位置図 
  ⑷ 購入資材の写真 
  ⑸ 資材設置後の設置場所の写真 
  ⑹ その他市長が必要と認める書類 
 

（補助金交付額の確定） 
第１３条 市長は、前条の報告書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査

し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書（第４号

様式）により、交付決定者にその旨を通知するものとする。 
 

（補助金の請求及び交付） 
第１４条 交付決定者は、前条の補助金交付額確定通知書を受領後、速やかに補助

金交付請求書（第５号様式）により、補助金の請求をしなければならない。 
２ 市長は、前項の請求があったときは、前条の規定による確定額を交付するもの

とする。 
 



（交付決定の取り消し又は返還） 
第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還さ

せることができる。 
⑴ この要綱又は補助金の決定に付した条件、若しくは市長の指示に違反し 

  たとき。 
⑵ 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為が 

  あったとき。 
 

（償却期間） 
第１６条 この要綱における侵入防止施設の償却期間は、事業完了日から５年とす

る。 
 

（財産処分の制限） 
第１７条 交付決定者は、この補助金により取得した財産を市長の承認を受けない

で、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、又

は移設してはならない。ただし、償却期間を経過した場合はこの限りでない。 
 

（検査等） 
第１８条 市長は、交付決定者に対して、補助金に関し必要な指示をし、報告を求

め、又は検査をすることができる。 
２ 交付決定者は、当該事業にかかる収支を記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理

し、前条に規定する財産処分制限期間を経過するまでは、関係書類を整備保管し

なければならない。 
 

（免責事項等） 
第１９条 交付決定者は事業実施に伴う危険及び損害の防止に努めるものとし、市

長は、当該事業の実施により発生した損害についてその責任を負わないものとす

る。 
 

（委任） 
第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
    附 則 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 
この要綱は、令和２年９月７日から施行する。  

附 則 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



２ この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている申請

書その他の用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ

とができる。 
附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（第８条関係） 

補助金交付申請書  
  年  月  日  

（宛先）瀬 戸 市 長  
申請者 住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏 名 
連絡先 

下記のとおり瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金を交付してください。 
なお、当該補助金申請に当たり、市税の納付状況及び農地基本台帳を瀬戸市が 

確認することに同意します。また、瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金交付要綱を

遵守します。 
記 

設置場所 

地番 瀬戸市 

面積                    ㎡ 

申請距離                    ｍ 

設置物の概

要 

柵の仕様  

見積価格                    円 

交付申請額                    円 

設置予定年月日       年    月    日 

備考  

注）補助率は経営農家１戸につき全費用の２分の１以内で、補助額の上限は５０，０００

円以内とする。算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。 

【添付書類】 

①見積書の写し ②設置予定場所の位置図 ③設置予定場所の写真 

④農産物の出荷又は販売が分かる書類の写し（申請年度又は前年度のもののいずれか。 

認定新規就農者は除く。） 

〇申請者が土地所有者と異なる場合 

・申請者が上記の内容で侵入防止施設を設置することに同意します。 

・農地基本台帳を瀬戸市が確認することに同意します。 
・侵入防止施設は、申請者の財産となり、当該農地に事業完了日から少なくとも５年 

 を経過するまで設置されることに同意します。 

                     土地所有者             



 

第２号様式（第１０条関係） 

 

 第 号  

   年   月   日  

 

 様 

 

瀬戸市長          

 

  補助金交付（ 決定・却下 ）通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金

については、下記のとおり（ 決定 ・ 却下 ）しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 次のとおり決定します。 

補助金交付決定額       円 

 

補助金交付条件 

 

１ 瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金交付要綱を遵

守すること。 

 

２ 事業完了日から１か月を経過した日又は当該年度

の３月末日のいずれか早い日までに補助金実績報告

書を提出すること。 

 

 

２ 次の理由により却下します。 

 

却下理由 

 

 

  

 
 



 
第３号様式（第１２条関係） 

補助金実績報告書 
   年   月   日 

（宛先）瀬 戸 市 長  

交付決定者 住所             

氏名            

電話             

 
下記のとおり瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金について、事業を実施しました

ので報告します。 
記 

設置場所 

地番  

面積  ㎡ 

申請距離                     ｍ 

設 置 物 の 概

要 

柵の仕様  

購入価格                     円 

補助金額                     円 

設置完了年月日    年  月  日 

備考  

注）補助率は経営農家１戸につき全費用の２分の１以内で、補助額の上限は５０，０００

円以内とする。算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。 

 

【添付書類】①領収書の写し ②購入資材の内訳が分かる書類（納品書・明細書等）

※領収書に明細が記載されている場合は必要ありません。 
③設置場所の位置図（地図） ④購入資材の写真 
⑤資材設置後の設置場所の写真 

 



 
 

第４号様式（第１３条関係） 

第 号  

  年  月   日  
 
 

 様 

 
 

瀬戸市長        

 
 

 

補助金交付額確定通知書 
 

 

 
年  月  日付けで実績報告のありました瀬戸市有害獣類被害防止対策補助金

については、下記のとおり額を確定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

補助金額     円 
 



第５号様式（第１４条関係） 

 

 年  月  日 

 
（宛先）瀬 戸 市 長 
 
                 住 所  
           交付決定者  氏 名              
                 電 話 （    ）   － 
 

補 助 金 交 付 請 求 書 
 

年 月 日付けの瀬   号で補助金交付額の決定通知のあった瀬戸市有害獣類被害

防止対策補助金を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

補 助 金 額       円 

 

補助金の振込先 

取引金融 
機 関 名 

       銀  行  
       信用金庫  
       農  協  

普通・当座  口座番号         

フ  リ  ガ  ナ   

口座名義人  
 

 

＊ご記入いただいた口座は、補助金の振込みの際に使用いたしますので  

 ご 本人 の個人口座 をご記入ください。（組合、団体、会社名義等の口座  

 は取扱いできません。）  

＊通帳の写しを添付してください。  

＊ご記入いただいた個人情報については、目的以外には使用いたしません。 

 

本店 
支店 


